
改 正 現 行

１ 防衛装備の海外移転を認め得る案件

防衛装備の海外移転を認め得る案件は、次に掲

げるものとする。

(1) （略）

(2) 我が国の安全保障に資する海外移転として次に掲

げるもの（我が国の安全保障の観点から積極的な意

義がある場合に限る。）

ア （略）

イ 米国を始め我が国との間で安全保障面での協

力関係がある諸国との安全保障・防衛協力の強

化に資する海外移転であって、次に掲げるもの

(ｱ)～(ｴ) （略）

(ｵ) 国際法違反の侵略を受けているウクライナに

対して自衛隊法第１１６条の３の規定に基づき防

衛大臣が譲渡する装備品等に含まれる防衛装

備の海外移転

ウ （略）

(3) （略）
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